
愛媛県市町村職員共済組合
https://kyosai-ehime.or.jp

新居浜市

令和７年５月２１日に新居浜市から大阪・
関西万博へ口屋・岸之下・萩生東の３台の
太鼓台が派遣され、一斉差し上げや寄せ
太鼓など勇壮華麗な演技を披露しました。
１９７０年の大阪万博以来となる今回の派
遣では、観客に太鼓台のかき夫体験をして
いただくなど、新居浜太鼓祭りを世界へ発
信する絶好の機会となりました。
新居浜太鼓祭りは１０月１５日から１８日ま
で開催され、期間中は市内各所でかきくら
べが行われるなど、祭り一色に染まります。

大阪・関西万博で躍動!!
新居浜太鼓台
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年金計算における養育特例制度のご案内年金計算における養育特例制度のご案内
「資格確認書」を交付しました「資格確認書」を交付しました
組合員証・被扶養者証をお持ちの方へ組合員証・被扶養者証をお持ちの方へ
共済貯金現在残高通知書をお送りします共済貯金現在残高通知書をお送りします
臨時増額貯金を振込される際の注意点について臨時増額貯金を振込される際の注意点について
住宅取得資金に係る借入金の「年末残高等証明書」を発行します住宅取得資金に係る借入金の「年末残高等証明書」を発行します
退職等年金給付（年金払い退職給付）のしくみ退職等年金給付（年金払い退職給付）のしくみ
年金払い退職給付に係る基準利率等について年金払い退職給付に係る基準利率等について
こころとからだの健康相談こころとからだの健康相談
ライフプランステーションとFin Wingがお役に立ちますライフプランステーションとFin Wingがお役に立ちます
特定健康診査がおすすめです！特定健康診査がおすすめです！
特定保健指導のご案内特定保健指導のご案内
保健事業にかかる助成制度のご利用にあたって保健事業にかかる助成制度のご利用にあたって
対象となった方は必ず特定保健指導を受けましょう対象となった方は必ず特定保健指導を受けましょう

「医療費通知書」を配付します「医療費通知書」を配付します
育児・介護休業手当金の給付上限相当額等が変更されました育児・介護休業手当金の給付上限相当額等が変更されました

「ジェネリック医薬品のお知らせ」を配付します「ジェネリック医薬品のお知らせ」を配付します
共済組合職員募集（追加募集）共済組合職員募集（追加募集）
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年金計算における養育特例制度のご案内

特例適用のイメージ

対象者

・３歳未満の子と同居し、養育している組合員の方が対象です。単身赴任等で子と別居している場合は対象となりません。
・父母どちらとも対象となり、「子を被扶養者としている」などの要件はありません。
・特別養子縁組の監護期間にある子及び養子縁組里親に委託されている要保護児童も対象です。

適用期間

３歳未満の子の養育を開始した日の属する月から、養育を終了した日の翌日の属する月の前月まで

※組合員が７０歳以上の場合は、退職等年金給付においてのみ特例
が適用されます。

出産（養育開始） 復職

育児休業等終了時改定

従前の標準報酬の月額

掛金免除の期間 養育特例の期間

３か月

従前の標準報酬の
月額の保証

短時間勤務等により
下がった標準報酬の月額

養育特例とは、子の養育に伴い、時間外勤務の減少や短時間勤務の開始、また引っ越しによる通勤手当の減少等によ
り、標準報酬の月額が低くなった場合に、組合員からの申し出により、年金額の算定においては子の養育前の標準報酬
の月額を適用し、将来受け取る年金額が少なくなることを避けるための制度です。

短期組合員及び船員短期組合員の方は、第１号厚生年金被保険者として厚生年金に加入しているため、手続き先
は日本年金機構になります。
同様の制度が受けられますので、詳細につきましては、日本年金機構又はお勤め先の担当者にお問い合わせくだ

さい。

※掛金免除（産休・育休）中は適用になりません。
※２年間は遡及することが可能です。

・子が生まれたとき
・子と養子縁組したとき
・子と同居したとき
・掛金免除（産休・育休）を終了したとき

・子が３歳に到達したとき
・組合員資格を喪失したとき
・他の子を養育することとなったとき
・子の死亡又は子と別居により養育しなくなったとき
・掛金免除（産休・育休）を開始したとき
・組合員が７０歳に到達したとき

３歳未満の子ども３歳未満の子どもをを養育中の組合員の皆さまへ養育中の組合員の皆さまへ

短時間勤務等により、養育開始後の標準報酬の月額が従前標準報酬の月額を
下回るため、年金額の算定を行うときは差額が保証されます。

年金額を算定するときの標準報酬の月額
掛金等を算定するときの標準報酬の月額

就業 産休 育休 就業（短時間勤務等）

男性も
対象です！
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手続き方法  （短期組合員等の手続き先は日本年金機構です。）

「３歳未満の子を養育する旨の申出書」を所属所の共済組合事務担当課を経由してご提出ください。

◦基礎年金番号により申し出を行う場合は、次の書類（提出日から９０日以内に発行されたものに限ります。）を添付してく
ださい。
①組合員及び当該子の戸籍抄本（組合員と子の身分関係及び子の生年月日の確認）
②世帯全員の住民票（組合員と子が同居していることの確認）
③子を養育することとなった年月日を証する書類（子の生年月日と同じ場合は省略可）

◦個人番号により申し出を行う場合は、上記①及び②の添付は必要ありません。

養育特例制度は本人からの申し出がないと適用されません。標準報酬の月額が低くなっていなくても申し出は可能な
ため、戸籍抄本や住民票の発行費用の負担がない個人番号による申し出を活用すれば、申し出に係るデメリットはありま
せん。申出書提出の前月から２年間は遡って適用することが可能ですので、ぜひお手続きください。

※個人番号により申し出た場合であっても、情報照会先のシステムの不具合等により、事務に必要な情報の照会ができな
かった場合には、書類の提出をお願いする場合があります。

※組合員資格を取得する前に厚生年金被保険者期間がある方は、資格取得前の標準報酬月額を用いて養育特例を適用
できる場合がありますので、所属所の共済組合事務担当課へご相談ください。

※産休・育休による掛金免除期間中は特例適用の対象外となりますので、復職後にお手続きください。

マイナ保険証の利用ができない組合員及び被扶養者の方に

「資格確認書」「資格確認書」を交付しました
令和７年８月下旬から９月にかけて、次の方に、所属所の共済組合事務

担当課を経由して「資格確認書」を交付しました。
組合員証・組合員被扶養者証の交付を受けている組合員及び被扶養者の方の内、

令和７年７月３１日時点で次の①又は②に該当する方
①マイナンバーカードを取得していない方
②マイナンバーカードを保有しているがマイナ保険証の利用登録を行っていない方
（マイナ保険証の電子証明書の有効期限切れにより利用登録状況が無効になって
いる方を含みます。）

「資格確認書」が届いていませんが、今後はどうやって受診するの？
マイナンバーカードの健康保険証の利用登録が確認できた方へは、「資格確認書」の交付はありま
せん。医療機関を受診する際は、マイナ保険証を窓口で提示してください。
なお、令和７年１２月１日までは、お手元の組合員証・組合員被扶養者証を使用することができます。

（6Ｐ参照）

このページについての問い合わせ先 共済組合総務課　総務係　☎０８９（９４５）６３２６
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令和７年１２月２日から現行の健康保険証は完全廃止となり、組合員証・組合員被扶養者証（以下「組合員証
等」という。）は使用できなくなります。
医療機関を受診する際は、原則、マイナ保険証の利用による受診となりますのでご注意ください。
マイナ保険証の利用ができない方に対しては、「資格確認書」（５P参照）を交付しています。
組合員証等の廃止については、本紙に挟み込まれています、「令和7年12月2日から組合員証・組合員被

扶養者証は利用できなくなります」も併せてご覧ください。

マイナ保険証の利用登録状況がご不明な場合は、ご自身で、マイナポータルの「健康保険証の利用登録
の申込状況」から確認をお願いします。本組合にご照会いただきましても、利用登録状況についてお答えす
ることはできません。

このページについての問い合わせ先 共済組合総務課　総務係　☎０８９（９４５）６３２６

をお持ちの方へ
組合員証 組合員被扶養者証

組合員証等について
令和７年１２月２日以降は、組合員証等は無効となります。回収は行いませんが、共済組合への返却

を希望する場合は、所属所の共済組合事務担当課を経由してご返却ください。ご自身で破棄する場
合も、保管する場合も、個人情報を含みますので、引き続き取扱いには充分ご注意ください。

資格確認書について
資格確認書は、マイナ保険証の利用ができない状況にある場合に限り交付するものであるため、

念のために保有したいなどの理由で交付することはできません。しかし、次の場合については、マイ
ナ保険証の利用登録を行っている場合であっても、組合員からの申請に基づき、資格確認書の交付
を受けることができますので、資格確認書の交付を希望する場合は、「資格確認書等交付申請書」を
所属所の共済組合事務担当課経由でご提出ください。
◦マイナ保険証の利用に第三者（介助者）のサポートが必要な要配慮者（高齢者や障がい者）の場合
◦マイナンバーカードの電子証明書有効期限切れや紛失等による再発行手続中の場合

高齢受給者（７０歳から７４歳まで）の方へ
「高齢受給者証」は、引き続き有効なものとなりますので、保管をお願いします。（組合員資格を喪失
した時や被扶養者の認定が取消となった時に、本組合へ返却が必要です。）
※マイナ保険証を使用する場合は、窓口での提示は不要です。
※資格確認書を使用して医療機関を受診する場合は、「高齢受給者証」と「資格確認書」の両方を、医療機関の窓口で
提示してください。
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住宅貸付・災害貸付・在宅介護対応住宅貸付（以下「住宅貸付等」という。）を利用して、マイホームを購入、新築、増改築
等されたときには、一定の要件に該当すれば、税法上の住宅借入金等特別控除を受けることができます。共済組合では、
該当の住宅貸付等に係る「年末残高等証明書」（令和7年12月31日現在）（以下「残高証明書」という。）を次のとおり発行
する予定です。
なお、住宅借入金等特別控除の詳細につきましては、最寄りの税務署へお問い合わせください。

●残高証明書を発行する時期
令和7年11月上旬に所属所経由で送付する予定です。（年末調整用）
なお、令和7年1月から令和7年12月までに住宅貸付等を借り受け、入居した方には、令和8年1月下旬に所属所経由で
送付する予定です。（確定申告用）

●交付の申請手続など
交付の申請手続は不要です。ただし、送付期間後に工事完了報告がなされた場合で控除の対象となる方は、「貸付金証
明願」の提出が必要です。
※令和４年度税制改正により、居住年が令和５年以後である方の住宅ローン税額控除の適用に係る手続きが見直されましたが、経過措置の
適用により令和７年度においても従来通りの手続きとなります。

本年9月末日に今年度上半期分の利息（利子所得税控除後）の組み入れを行いましたので、貯金加入者の皆さまには
「共済貯金現在残高通知書」を10月下旬に所属所を通じてお送りします。
今回お届けする通知書には、令和7年4月から9月分の預入額及び払戻額並びに本年9月末現在の貯金残高を記載して

おりますので、内容をご確認いただき、大切に保管してください。
※「少額貯蓄非課税制度」㊝をご利用の方で、本制度の条件を満たさなくなった場合及び申告内容に変更等が生じた場合は、速やかに各種申
告書の提出をお願いします。

このページについての問い合わせ先 共済組合経理課　貯金貸付係　☎０８９（９４５）６３１６

住宅取得資金に係る借入金の
「年末残高等証明書」を発行します

共済貯金現在残高通知書を
お送りします

貸付事業
からのお知らせ

貯金事業
からのお知らせ

①1,000円単位でお振込みください。
②ATMやインターネットバンキングから臨時増額貯金の振込をされる際は、氏名の前に必ず記号番号を入力又は記入し

てください。（下の振込依頼人の入力・記入例をご参照ください。）
記号番号や氏名の不備の場合や各金融機関のシステムの仕様上、記号番号が入力できない場合は、追加で書類の提
出をお願いすることがあります。また、本人確認を終えるまでは共済貯金としてお預かりすることができず、その間につい
ては利息が付与されませんのでご注意ください。

臨時増額貯金を振込される際の注意点について

（記号）１００　（番号）１２３４

組合員氏名　共
きょう

済
さい

　太
た

郎
ろう

（振込依頼人）
１００-１２３４ キョウサイ タロウ

〔振込依頼人の入力・記入例〕

※記号番号は「資格情報のお知らせ」、「資格情報通知書」、「資格確認書」等でご確認ください。
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退職等年金給付
（年金払い退職給付）のしくみ

どう、仕事には
慣れてきた？

はい、だいぶ慣れてきました。
年金のことも知りたくて家で
勉強してます。

そうなの。基礎年金や厚生年金は、
私たち現役世代の保険料が充てら
れているのは知っているよね？

退職等年金給付は基礎年金
や厚生年金とは独立した制度
になっていて、将来受け取る年
金は、自分で積み立てる「積立
方式」になっているのよ。

そうなんですね。
勉強になります！

いま、どんな勉強
をしているの？

退職等年金給付について
です。他の年金とは違う所
があるんですね。

　被用者年金一元化によって、これまでの共済年金の3階部分の年金であった「職域年金相当部分」（以下、
職域部分という）が廃止されました。この廃止された職域部分に代わる新たな公務員制度として、平成
27年10月から「退職等年金給付（年金払い退職給付）」が創設されました。

　退職等年金給付は、平成27年10月の被用者年金一元化によって創設された年金制度です。これまでの
共済年金の3階部分の年金であった「職域年金相当部分」の廃止にともない、新たな共済組合制度として
創設された年金です。

退職等年金給付とは

※�被用者年金が一元化される前の平成
27年9月以前に組合員期間がある方
には、経過措置として「経過的職域
加算額」が支給されます。

退職等
年金給付

厚生年金

国民年金（基礎年金）

経過的
職域加算額※3階

2階

1階
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　共済年金の職域部分は、現役世代の保険料（掛金・負担金）収入で受給者の給付を行う「賦課方式」で
したが、退職等年金給付の制度運営は、将来の年金給付に必要な原資を、あらかじめ給付算定基礎額と
して積み立てておくという「積立方式」をとっています。
　退職等年金給付は、組合員一人ひとりに仮想の個人勘定を設定し、この個人勘定に各月の標準報酬の
月額及び標準期末手当等の額に付与率を乗じて得た「付与額」を利子とともに毎月積み立てます。　　
　また、年金額は基準利率の変動や寿命の延び等を踏まえた「年金現価率」を基に毎年改定されます。

退職等年金給付は積立方式

● 積立方式のイメージ

利子は基準利率を適用
（国債の利回り等に連動）

現在の自分 将来の自分

保険料
（掛金） 年金

利子

1か月目 2か月目 3か月目
積立終了
（退職時）

年金支給開始

給
付
算
定
基
礎
額

給
付
算
定
基
礎
額

「付与額」と「利子」を累積した「給付算定基礎額」が年金の原資となります。

付与額

付与額

付与額

利子

年金現価率の
改定にともない、
年金額の変動あり

待機期間

退職までに積み立てた
給付算定基礎額積立て

地方公務員共済組合連合会では、ホームページに基準利率や年金現価率等に関する情報を掲載していま
す。今後、これらの率についての関連情報等を掲載していきますので、是非ご覧ください。
https://www.chikyoren.or.jp/ （地方公務員共済組合連合会トップページ）
トップページの「年金関連情報 ➡ 年金財政関係 ➡ 年金払い退職給付(退職等年金給付)
➡ 地共連の定款で定める事項(基準利率等)」からご覧いただけます。

地方公務員共済組合連合会 検索

本年１０月に年金払い退職給付に係る基準利率及び
終身年金現価率並びに有期年金現価率の値が変わります
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「いつでも」
　　「どこでも」
　　　気軽に使える相談窓口

●24時間健康相談
●メンタルヘルスカウンセリング
●専門医相談サービス
☎0120-625053

●セカンドオピニオン手配サービス
●受診手配サービス
●「ドクターが薦める専門医」情報提供サービス
☎0120-623029

●ポータルサイトからすべてのサービスをご利用になれます！
https://consult.t-pec.co.jp/service/623029

スマホからはこちら▶ 

 愛媛県市町村職員共済組合専用番号（フリーダイヤル） 

相談料
通話料

無料

急な病気やストレスなど、ご自身やご家族のこころやからだの不調・気になる症状
について、いつでも気軽にこころとからだの健康相談をご利用ください。医師
や保健師・看護師等の有資格者が対応し、あなたをサポートします。

今年度から、健康に役立つ情報の定期的な配信とポータルサイトへ簡単にアクセスすることができる共済組合専用
ＬＩＮＥアカウントを開設しました。
ＬＩＮＥアプリで「@251qnmcn」と検索するか、右の二次元コードを読み取ることで登録できます。

プライバシー

厳守

■ライフプランシミュレーション
ライフプランについての様々な質問に答えることで、最短５分で未来の収支を見える化できます。

■Fin Wing
金融の基礎知識や旬な情報をコラムや動画でわかりやすく解説している野村證券の
金融経済教育サイトです。下のＵＲＬ又は二次元コードからご利用ください。

https://info.nomura.co.jp/form/pub/m3/lpsim_fin
■ライフプランシミュレーション

資産形成が必要な現役世代から資産運用の知識が必要なリタイアメント世代まで

ライフプランシミュレーションとFin Wingが
お役に立ちます

■Ｆｉｎ Ｗｉｎｇ
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本紙令和７年７月号（Vol.336）でお知らせしましたとおり、対象となる被扶養者の方には特定健康診査受診券を共済組
合届出住所にお送りしています。
受診券の有効期限は令和８年３月31日です。各健診機関の受診枠には限りがありますので、早めのご予約をおすすめし

ます。

県内の健診機関の一覧表は共済組合ホームページで確認できます。
（httpｓ://kyosai-ehime.or.jp/konnatoki/pdf/tokuteikenshin.pdf）

特定健康診査で行うすべての項目を通院先の病院で
検査しているとはかぎりません。
また、マイナ保険証等を使って受ける検査は自己負担
が生じますが、受診券を使って検査を受ければ、特定健康
診査の検査項目は無料で受けることができます。
まずは通院先の病院で特定健康診査を受けられるか
聞いてみてください。
受診券を活用してお得に検査を受けましょう！

パート先で受診した健診結果の写しを、受診券と受診
券に同封の質問票（必要事項を記入したもの）と一緒に
本組合にご提供いただければ、2,000円分の図書
カードを進呈します。
特定健康診査などの受診率は国に報告することとさ

れており、受診率等が低くなると皆さまの保険料（短期掛
金）が高くなることもあります。健診結果の提供にご協力
ください。

定期的に通院先で検
査もしているから、健
診は受けなくてもいい

んでしょ？

パート先で事業者
健診を受診してるし、
２回も健診を

受けなくていいよね？

生活習慣病は、初期には自覚症状がないこと
が多いため、かかっていないとは限りません。
もし進行してから気づいた場合、通院や入院

には健診にかかる以上の時間がかかることに
加え、多くの治療費もかかります。
健診は半日程度ですので、生活習慣病の

予防や早期発見のため、毎年定期的に受診しま
しょう。

子育てや家事が忙しくて、
健診を受けるために

病院に行く時間が取れません。
自覚症状もないし、

まだ受けなくても大丈夫よね？

健やかな明日のために

特定健康診査がおすすめです！
被扶養者の
方へ
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 特定保健指導のご案内 
特定健康診査の結果に基づき、生活習慣病のリスクが高いと判定された方を対象に、面接・通信により生活習慣改善に
向けた支援を行う、それが特定保健指導です。
一つ一つの生活習慣を振り返り、一人一人のライフスタイルに合わせた無理のない取り組みに向け、専門の保健師や
管理栄養士がお手伝いします。
対象となった方には、本組合又は委託業者から、組合員には所属所を通じて、被扶養者には直接ご自宅（共済組合届出
住所）へ、利用案内をお届けします。
この特定保健指導に要する費用 （動機付け支援：約8,000円、積極的支援：約25,000円）は、共済組合が全額負担しま

すので無料です。
また、共済組合から特定保健指導の利用案内が届いた方で、保健指導を終了した被扶養者の方（人間ドックの利用者は
除きます。）には2,000円分の図書カードを進呈しています。
特定保健指導の利用案内が届いた方は、ぜひチャレンジしてみてください。

このページについての問い合わせ先 共済組合保健課　厚生係　☎089（945）6318

人間ドック等利用助成事業のご利用について
組合員（短期組合員等を除く。）及び被扶養者にかかる人間ドック等の助成対象者には、所属所を通じて人間ドック等利
用券をお配りしています。マイナ保険証等とともに健診機関の窓口にご提出ください。
利用券に記載された健診機関及び利用区分（コース）の変更はできません。
やむを得ない事情により人間ドック等の利用日の変更をしたいときは、健診機関に直接電話してご相談ください。また、
利用日の変更が決まったときは、共済組合へその旨をご連絡ください。なお、極力利用日直前の変更は行わないようお願
いします。
なお、自己都合により一部検査項目をキャンセルしても、原則として検査料金は減額されません。受けられない検査項
目がある場合は、事前に健診機関へご連絡ください。

インフルエンザ予防接種補助のご案内
組合員又はその被扶養者が自費で予防接種を受けたときに、1,500円を上限と

して補助します（１人１事業年度１回限り）。
なお、公費による助成を受けることができる場合は、補助の対象となりません。

ただし、公費助成額が1,500円を下回る場合は、その差額を補助します。
「インフルエンザ予防接種補助金請求書」に領収書（レシート、コピーは不可）を
添付して所属所の共済組合事務担当課へ提出し、ご請求ください。

今年度の請求書の提出期限は、令和８年３月３１日（共済組合必着）です。
請求をお忘れにならないようご注意ください。

※領収書は、「予防接種名」「被接種者名」
「接種日」「金額」「医療機関名」が明記
されたものをご用意ください。

領収書

愛媛 太郎 様
　　　　　　　　　きょうさい病院

インフルエンザ予防接種
　令和７年○月○日受診

金額　３,０００円

保健事業にかかる助成制度のご利用にあたって保健事業にかかる助成制度のご利用にあたって

健康な毎日を送るために健康な毎日を送るために
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本組合では、医療費についての認識を深めていただくことを目的として、年２回、「医療費通知書」を配付しています。令
和７年度も次のとおり所属所の共済組合事務担当課を経由して配付する予定です。
「医療費通知書」は、「受診者氏名」・「診療年月」・「受診医療機関名」のほかに、「医療費総額」、皆さまが窓口で支払われた
「自己負担額（通常は医療費総額の３割）」などが記載されていますので、お手元の領収書等と照らし合わせて、確認をお
願いします。
また、医療費通知書に記載されていない医療費について医療費控除の申告をする場合は、別途領収書に基づいて医療
費控除の明細書を作成し、申告してください（医療費控除の申告等の税に関する内容については、税務署にお問い合わせ
ください。）。
なお、本組合では、組合員とその被扶養者をまとめて通知しておりますが、個人情報の保護に関する法律では、この取扱
いにあたり本人の同意を得ることとされています。組合員又は被扶養者の方から特段のお申し出がない場合は、黙示の同
意をいただいたものとして世帯ごとにまとめて医療費通知書を配付しますので、ご了承くださいますようお願いします。

雇用保険法の一部が改正されたことに伴い、本年８月１日以後の育児休業手当金、育児休業支援手当金、育児時短勤務
手当金及び介護休業手当金の給付上限相当額等が下記のとおり変更されましたのでお知らせします。

第１回目 第２回目

［配付予定時期］令和７年１０月下旬
［対 象 診 療 月］令和6年１２月～令和7年5月診療分

［配付予定時期］令和８年２月下旬
［対 象 診 療 月］令和７年６月～１１月診療分

給付率 変更前 変更後

６７／１００   １５，７７８円   １６,２０７円

給付率 変更前 変更後

１３／１００ 　 ２，７８１円 　 ２，８５５円 

育児休業支援手当金の給付上限相当額（給付日額の限度額）

介護休業手当金の給付上限相当額（給付日額の限度額）

区分 給付率 変更前 変更後

育児休業開始から180日に達する日まで ６７／１００ １４，３３４円 １４,７１８円

181日以後 ５０／１００ １０，６９７円 １０,９８４円

育児休業手当金の給付上限相当額（給付日額の限度額）

※標準報酬月額500,000円以上の方が給付上限
相当額に該当します。

※標準報酬月額560,000円以上の方が給付上限
相当額に該当します。

区分 変更前 変更後

基準報酬月額相当額 ４７０，７００円 ４８３,３0０円 

支給限度額※１ ４５９，０００円 ４７１,３９３円 

最低限度額※２ 　 ２，２９５円 　 ２,４１１円 

育児時短勤務手当金の限度額等

※１支給対象月に支払われた報酬の額が支給限度額（471,393円）以上であるときには、育児時短勤務手当金は支給されません。また、支給
対象月に支払われた報酬の額と育児時短勤務手当金の額の合計が支給限度額を超えるときは、471,393円－(支給対象月に支払われた
報酬の額）が支給額となります。

※２支給額が最低限度額を超えない場合は、育児時短勤務手当金は支給されません。

「医療費通知書」を配付します

育児・介護休業等手当金の
給付上限相当額等が変更されました
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ジェネリック医薬品で薬代を節約してみませんかジェネリック医薬品で薬代を節約してみませんか

「ジェネリック医薬品のお知らせ」を配付します「ジェネリック医薬品のお知らせ」を配付します

◦負担軽減通知によるジェネリック医薬品への切替状況

ジェネリック医薬品は、新薬の特許期間の満了後、同じ有効成分で作られ、有効性、安全性が実証されてきた新薬と同等
であると認められた医薬品です。開発費用が抑えられるため、価格は新薬の約２～７割です。ジェネリック医薬品に切り替え
ることで、皆さまの自己負担が軽減されるだけでなく、組合員にご負担いただく掛金の抑制にもつながります。また、ジェネ
リック医薬品の利用促進のために、令和６年１０月からはジェネリック医薬品があるお薬で先発医薬品の処方を希望される
場合は、「特別の料金」（先発医薬品とジェネリック医薬品の薬価の差額の1/4相当）の支払いが必要になっています。
初めて使う場合は不安に思われることもあるかもしれませんが、そんな時は短期間だけジェネリック医薬品に変更でき

る「分割調剤」や、数種類処方されたお薬の一部だけをジェネリック医薬品に「部分変更」することも可能です。
症状や病状などによりジェネリック医薬品が適切でないと医師が判断する場合もありますので、医師や薬剤師と相談し

ながら、上手にジェネリック医薬品をご活用ください。

共済組合では、ジェネリック医薬品の普及促進の取組の一環として、ジェネリック医薬品に切り替えることにより自己負
担に一定額以上の軽減が見込まれる方を対象に、自己負担軽減額等のお知らせを本年１１月上旬頃に配付する予定です。
現在、服用されている先発医薬品をジェネリック医薬品に切り替えると、自己負担額をいくら軽減できるか、またジェネ

リック医薬品についての説明等を掲載しています。同通知が届いた方は、ご―読いただき、ぜひジェネリック医薬品への切
り替えをご検討ください。
本組合における令和７年４月診療分のジェネリック医薬品の使用率※は、組合員94.97％、被扶養者93.45％、全体で

94.46％と、増加傾向にありますが、今後もご協力をお願いします。
※調剤レセプトのみが対象です。

令和５年10月に「ジェネリック医薬品のお知らせ」を対象者1,280名の方に配付しました。その後、累計約372万円の薬剤費の削減効果があ
りました。ご協力ありがとうございました。

※切替人数の定義
令和5年12月から令和6年11月の効果
測定期間中に新たにジェネリック医薬品
の使用が確認できた方

※削減額の定義：「切り替えたジェネリックの薬剤費」と「切り替えたジェネリックが先発品だった場合の薬剤費」の差額
切替人数割合 削減額推移

削減額

（円）
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306,614

265,972
298,380

264,167

318,382
289,994

405,444

449,127
レセプトデータ無し

22人

切替有り
540人

切替無し
718人
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お問い合わせは
─組合の現況─
（令和7年8月末現在）

◎所属所数
◎組合員数
　　　　男
　　　　女
◎平均標準報酬月額（短期）
◎被扶養者数
　（含任継
◎任意継続組合員
◎年金受給者数

〒790-0003 松山市三番町5丁目13-1
えひめ共済会館 .........................................................

........................................

........................................

........................................

....

...................................

.........................................

.................................

..............................

42
22,219人
10,768人
11,451人
318,536円
14,778人
内227人）
507人

19,502人

◎発行所／愛媛県市町村職員共済組合　松山市三番町5丁目13-1
◎編集発行人／曽根　哲也　URL https://kyosai-ehime.or.jp

【ホームページアドレス】
https://kyosai-ehime.or.jp/kaikan/
【Ｅメールアドレス】
e-kyosai-kaikan@dune.ocn.ne.jp

唐揚げ御膳唐揚げ御膳 チキン南蛮御膳チキン南蛮御膳

天婦羅御膳天婦羅御膳 豚ロースかつ鍋御膳豚ロースかつ鍋御膳

1泊2食付1泊2食付4，1004，100円円（税込）（税込）
（通常価格6，800円）（通常価格6，800円）

組合員・被扶養者様組合員・被扶養者様宿泊と夕・朝食をセットにしたお得なプランです。宿泊と夕・朝食をセットにしたお得なプランです。
※4種の御膳からおひとつ選んでいただきます。 ※4種の御膳からおひとつ選んでいただきます。 
※朝食はバイキング形式となります。※朝食はバイキング形式となります。※※当日予約要相談当日予約要相談

日曜・月曜はネット予約がお得!!
シングル素泊まり：通常3,000円（税込）のところ

共済組合
職員募集
（追加募集）

本組合（事務局及びえひめ共済会館）に勤務する
職員の採用試験を次のとおり実施します。
■採用予定人数　若干名

【スケジュール】
第１次試験 令和７年１１月８日（土）
第2次試験 令和７年11月下旬～12月上旬予定

受験資格等の詳細は本組合ホームページ又は
リクナビ２０２６をご覧ください。

【本組合ホームページ】
https://kyosai-ehime.or.jp/pop/detail87➡

【リクナビ２０２６（本組合掲載ページ）
https://job.rikunabi.com/2026/company/r466562013/➡

日曜・月曜ネット価格 日曜・月曜ネット価格 2,0002,000円円（税込）
※上記料金は愛媛共済会館利用助成2,400円と、組合員及び被扶養者対象の300円のお値引き後の料金になります。※ネット予約では現地決済をお選びいただくようお
願いいたします。※祝日等の兼ね合いで、該当曜日でも通常価格で提供している日程もございますのでご注意ください。※値下げ金額は部屋タイプごとで異なります。詳
細は各予約サイトにてご確認ください。

選べる楽しさ♪選べる楽しさ♪スタンダードプランスタンダードプラン ご予約承り中

現在、日曜日と月曜日はネット予約限定で、
販売価格を値下げしております。
お電話での予約よりもお安くなっておりますので、
ぜひネット予約をご活用ください！！

1,000円
お得！


